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重大製品事故の受付件数

＊重大製品事故とは、死亡、重傷、一酸化炭素中毒、火災、後遺障害事故など危害が重大な事故のことをいいます。(『消費生活用製品安全法』による定義）

浴室用電気乾燥機

天井裏にある電源コード
などに接触不良が生じて
発熱し出火

石油ふろがま

ゴム製の部品が劣化し
て石油が漏れ、漏れた
石油に火がついて出火

屋内式ガスふろがま（都市ガス／プロパンガス）

排気筒のずれ・ほこりの堆積・換気不良による
一酸化炭素中毒、排水口のつまりによりふろ
がまが繰り返し冠水しガス漏れして出火・爆発

屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス／プロパンガス）

吸気口に堆積したほこりにより不完全燃焼
が生じて一酸化炭素中毒、部品の劣化による
ガス漏れで出火

石油給湯機

ゴム製の部品が
劣化して石油が漏
れ、漏れた石油に
火がついて出火

FF 式石油温風暖房機

ゴム製の部品が劣化して
燃焼ガスが室内に漏れ、
不完全燃焼にいたり一酸
化炭素中毒

扉の開閉を繰り返すことにより、
徐々に内部の電気配線が切れて
いき、発熱し出火

ビルトイン式電気食器洗機 電気製品

ガス機器

石油機器

メーカーによる点検で
事故を防ぎましょう！

経年劣化が原因でこんな重大製品事故が起こっています！！

扇風機

電気部品（モーター／コンデ
ンサー／首振り部の電気配
線）が劣化してショート**し
発煙・出火

ブラウン管テレビ

電気部品（高い電圧を
作るトランス等）が劣
化して放電し、ほこり
や樹脂製部品に着火
して出火

エアコン

室外機の内部の電気部品（コンデンサー等）が故障して発
煙・出火、小動物やほこり・湿気が電気基板部に侵入してト
ラッキング*現象等が生じて発煙・出火

洗濯機

電気部品（コンデンサー等）が劣化
したり、内部の電気配線が振動に
より断線して発煙・出火

換気扇

電気部品（モーター／
コンデンサー）が劣
化してショート**し
発煙・出火、コンセン
トの差込プラグ部で
トラッキング*現象が
生じて出火

電気製品

使用年数を考えて
製品の劣化に注意して
事故を予防しましょう！

＊トラッキングとは、ほこりや湿気の影響で、本来電気が流れない箇所が徐々に炭化していき、異
常な電気が流れて発火に至る現象です。たとえば、テーブルタップやコンセントに電源プラグを
長期間差し込んだままにしていると、コンセントとプラグの周辺にほこりがたまります。そこに
水滴や湿気が加わるとプラグの刃と刃の間に電流が流れて火花放電を繰り返します。そうすると、
その部分が炭化し、電気が通るようになるため、発火することがあります。

＊＊ショートとは、 電源コードの２本の銅線同士が直接接触してしまうと、瞬間的に大きな電流が流
れて火花が発生します。このような状態をショートといいます。

経年劣化の事故を防ぐためにはどうしたらいいの？！

リコール対象製品による重大製品事故は重大製品
事故全体の約１割を占める傾向にあります。

長期使用製品安全点検・表示制度の対象ではな
い製品についても、製品事故を防ぐために定期
的に点検しましょう。

点検・表示
経年劣化による製品事故を防ぐため、長期使用
製品安全点検・表示制度があります！！制
度を確認し点検・登録しましょう。

身の回りの製品による火災や死亡等の重大な事故は
年間約１０００件発生しています！
受付件数

リコール対象製品による重大製品事故発生件数



臥頭函

日常生活で起こる製品による事故は、 法律による規制や作る人

・売る人の自主的な取り組みだけでは防ぐことがきません。 製品

事故から身を守るためには、 使う人にも安全な製品の選択、 正し

い安全な使用、 日々の点検など重要な役割があります。

作る人、 売る人、 使う人それぞれが自分たちの役割を理解し、

行動することにより、 製品の安全を確保し、 安全・安心な社会を

作りましょう。

ら経済産業省



製品に欠陥・不具合があり、安全に使用できないことがわかった場合、事故を防止する
ため、製造・輸入事業者がリコールを実施し、対象製品の回収・修理・交換を行います。

リコール製品に注意しましょう ！
○重大製品事故の約 1 割がリコール対象製品による事故です。
○２０２０年は、新たに８２件のリコールが開始されました。 

重大製品事故の件数が多いリコール製品（直近5年）

令和２年度に開始された重大製品事故によるリコール

リコール情報は経済産業省ｗｅｂサイト「製品安全ガイド」で検索できます！ 製品安全ガイド 検索



ヽ
長期使用製品安全表示制度の概要 冒llm'I口匡日U閃濯

電気用品の技術上の基準を定める省令の一 部改正により創設された制度です。点検を実施するほどではないものの、

長期にわたり使用されるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付けています。

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、「製造年」「設計上の標準

使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示が醸務化されました。

【製造年】20XX年
【設計上の標準使用期間】△△年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化
による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間

設計上の標準使用期間とは、 右のような

使用条件の下で使用した場合に安全に使

用することができる期間、 詳しくはメ ー

カ ーに問い合わせしてください。

口風機の標準使用条件の例

冦圧 虹IOOV又は平相200V

周波数 刃Hz及び／又は60Hz

環境条件 溢虔 30℃ 

湿度 65 % 

役匿 標準取匿

f1荷条件 定格炊荷（風速｝

扇風機（竪掛け 運転時問 Bh/S 

扇， 天井旋回扇 速転国数 5回/1:l

，，，'定時間
を含む．） 返鳥ぷ数 llO 1:J/年

など
スイッチ 550回／年

操作回数

廿振運転 100 % 
の割合

設計上の
標準便用謂圃とは？

一定の使用条件の下で使用

した場合に安全に使用する

ことができる期間です。

|表示制度の対象製品

扇風機

換気扇

プラウン管テレビ 表示イメージ

エアコン 全自動洗濯機 2槽式洗濯機

※洗濯機とは、電気洗濯機と一体となっている電気脱水機を含みます。また、乾燥装置を有するものを除きます。
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ヽ
長期使用製品安全点検制度の概要 "曰Z曰m四I渭冒

消費生活用製品安全法（消安法）の一 部改正により創設された制度です。消費者自身による保守が難しく、経年劣化

による重大事故の発生のおそれが高い9品目を「特定保守製品」とし、その製造 ・ 輸入事業者（特定製造事業者等）、

販売事業者等（特定保守製品取引事業者）、関連事業者、消費者等（所有者）それぞれが適切に役割を果たして経年

劣化による製品事故を防止する制度です。

製品事故を防ぎ、長く安全に使うために

購入の際に所有者登録をしましょう。
製品が古くなると部品等が劣化（経年劣化）し、 火災や死亡事故を起こすおそれがあります。

「特定保守園品」を

購入したら

販亮者＊から点検制度に
ついて籠明を受けます。

＊特定保守製品を設置した住宅を購入する
際は、 工務店や不動産販亮業者等が
販亮者となリます。

添付の所有者景を返送し、
メ ーカ ーに所有者登員をします。

＊賃貸住宅などで特定保守製品を家主が設置・
所有している場合は、家主が所有者登録して
ください。

※卓検には料金がかかります。

特定保守製品

長期使用製品安全点検制度の対象製品は以下の２品目です。一
石油給湯機 石油ふろがま

平成21年4月1日よりも前に製遮・輸入された該当製品についても、製造時期を確認し、 メ ーカ ーの点検を受けましょう。
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※令和３年８月１日、消費生活用製品安全法施行令が改正され、対象品
目が一部削除されました。
（削除された品目︓FF式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機、ビルトイン式
電気食器洗機、屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスふろがま）

消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令の経過措置
（法定点検、所有者への周知）について
①施行日前に点検期間が終了しているもの（点検期間内に点検が実施されなかったものも含
む。）
②施行日前に点検期間は終了していないが、施行日前に点検が実施されたもの
③公布日前に点検期間の始期が到来しているもので施行日前に点検が実施されていないもの
④公布日から起算して1年を経過する日までに点検期間の始期が到来するもので施行日前に点検
が実施されていないもの
⑤公布日から起算して1年を経過する日よりあとに点検期間の始期が到来するもの

長期間の使用に伴い生ずる劣化 （経年劣化）により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぽす おそれの多い 

9品目を特定保守製品として、点検制度が設けられました。





g 、

故障したまま使い続けると
大変なことになるかも！
こ家庭の住宅部品、 いつ点検しましたか？

まだ大丈夫、 もう少し…と不具合が出ているのに使い続けていると …

実際にこんな事故が発生しているのです。

I・

辰
住宅用火災警報器が
電池切れ等でいざと
いう時に鳴らないと大
変なことになります！

筵
給湯機器の運転音の異
常、機器周辺の障害物に
よる発熱。部品の劣化によ
る出火・漏水・漏電

租
浴槽表面のひび割れ
によるケガや水漏れ
による家屋の被害

辰
補助手すりの金具の
ヒビ割れやネジのゆ
るみ・抜けによる人の
転倒落下

一
ドアの蝶つかい（丁
番）固定ネジのゆる
みにより外れてケガ

協力： 一般社団法人リビングアメニティ協会
ら経済産業省















①消費生活用製品安全法
・レーザーポインター

・ライター

・乳幼児ベッド

②電気用品安全法
・ACアダプター

・延長コード

・電気マッサージ器

③液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
・カートリッジガスこんろ

④ガス事業法
・ガス瞬間湯沸器

（半密閉燃焼式）

・乗車用ヘルメット

・家庭用圧力なべ及び圧力がま

・石油ストーブ

・LEDランプ

・ドライヤー

・電気ポッド

・ガスストーブ
（カセットボンベ使用）

・ガス瞬間湯沸器
（半密閉式以外のもの）

インターネット販売での違反製品が増えております！

　近年、PSマークの表示がない対象製品が販売されていると
いった通報を多数頂いております。もし、誤って表示のない
対象製品をご購入された場合、安全性が確認されていないの
で、注意が必要です。
　以下をはじめとした対象製品について、インターネットで
購入した際に、PSマークの貼付けがない製品だった場合は、
経済産業省やお近くの経済産業局へご連絡下さい。

・ガスこんろ
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